
 

 Ⅰ．荷役作業等が乗務記録の記載対象に追加  

国土交通省はトラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、「貨物自動

車運送事業輸送安全規則」の一部を改正し、トラックドライバーが車両総重量８㌧以上又

は最大積載量５㌧以上のトラックに乗務した際、「集荷地点等で積込み若しくは取卸し又は

附帯業務（＝荷役作業等）」を実施した場合は、当該作業について乗務記録の記載対象に追

加することとしました（「荷待時間」については、平成 29年７月に既に記載対象となって

います）。 

令和元年５月 10日公布、同年６月１５日施行。 

＜乗務記録の記載の対象＞ 

① 集荷地点等 

② 荷役作業等の内容並びに開始及び終了の日時 

③ 記録内容の荷主の確認 

＜記載のポイント＞ 

① 現在使用中の乗務記録では記載項目が得られない場合は、別添の「荷待時間・荷役作

業等記録票」等を活用して下さい。 

② 荷主との契約書に、実施した荷役作業等が全て明記されている場合は、荷役作業等に

要した時間の合計が１時間以上となった場合が対象となります。 

③ 乗務記録の内容について、荷主の確認が得られなかった場合ついても記録対象となり

ます。 

④ 作成した「乗務記録」は最低１年間の保存をお願いします。 

 

 Ⅱ．車両制限令違反情報のあった事業者に対する再発防止を目的とした

荷主情報聴取について  
国土交通省自動車局貨物課長からの通達により、道路管理者から車両制限令違反として

警告・措置命令を受けたトラック事業者に対して、運輸支局の要請により巡回指導を行う

際に、当該トラック事業者から任意に荷主情報を聴取する取組みが導入されることとなり

ました。 

＜荷主情報の聴取＞ 

① 車限令違反があった事業所に対して巡回指導実施の際に、併せて車両制限令違反の事

実及び当該違反に係る荷主情報の聴取を行い、運輸支局に報告します。 

② 巡回指導で得られた荷主情報に基づき、運輸支局等がトラック事業者に再度荷主情報

を確認した上で、当該荷主に対して再発防止の協力要請書を発出します。 

③ 令和元年５月以降の巡回指導から実施されております。なお、車両制限令違反営業所

等の情報については、過去３年間（試行運用期間中のものを含む）の情報を対象とし

ます。 

東ト協 適正化事業部 

適正化だより 
第 24 号 

令和元年 ６月２５日 



荷主名：　　　　　　　　　　 車両番号：

日付 担当ドライバー 集貨地点等 到着時刻
到着時間の
指定時刻

荷待待機
開始・終了時刻

荷待時間
附帯業務の

開始・終了時刻
積込み／取卸しの

開始・終了時刻
出発時刻

（発・着）
荷主側担当者確認欄

荷主側の確認が
得られなかった場合

荷主側担当者
不在の場合

荷主名：　　　　　　　　　　

日付 担当ドライバー 集貨地点等 到着時刻
到着時間の
指定時刻

荷待待機
開始・終了時刻

荷待時間
附帯業務の

開始・終了時刻
積込み／取卸しの

開始・終了時刻
出発時刻

（発・着）
荷主側担当者確認欄

荷主側の確認が
得られなかった場合

荷主側担当者
不在の場合

ドライバーが実施した荷役作業等の内容

１．積込み（手荷役・機械荷役）　２．取卸し（手荷役・機械荷役）
３．荷造り　４．仕分　５．検収・検品　６．横持ち　７．縦持ち
８．棚入れ　９．ラベル貼り　10．はい作業　11．その他（　　　　　）

荷待時間・荷役作業等記録票

※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が１時間未満であれば荷役作業等についての記載
は不要です。
※「（発・着）荷主側担当者確認欄」には、発地においては荷主側の荷出しの担当者等の、着地においては荷受けの担当者等
の、サイン等を記入してください。

荷待時間・荷役作業等記録票

※別途デジタコなど他の方法で記録・保存している場合においては、 当該項目については記載不要です。

１．積込み（手荷役・機械荷役）　２．取卸し（手荷役・機械荷役）
３．荷造り　４．仕分　５．検収・検品　６．横持ち　７．縦持ち
８．棚入れ　９．ラベル貼り　10．はい作業　11．その他（　　　　　）

ドライバーが実施した荷役作業等の内容






